
          

  

 

【固定資産税・都市計画税とは】 

   ・固定資産税 

毎年１月１日に土地・家屋・償却資産（これらを「固定資産」といいます。）を所有している方に、その資産
価値に応じて負担いただく税金です。 

・都市計画税 

道路・公園・下水道整備などの都市計画事業や土地区画整理事業に充てるための目的税で、市街化区域内に
土地・家屋を所有する方に負担いただく税金です。 

  《税額の計算方法》 税額 ＝ 課税標準額 × 税率（固定資産税：1.4％ 都市計画税：0.3％） 
 

【価格（評価額）の登録と据置措置】 

土地と家屋は、原則として基準年度（３年ごと）に評価替えを行い、賦課期日（１月１日）現在の価格を、 

固定資産課税台帳に登録します（※今年度（令和６年度）は評価替えの年度です。次回の評価替えは令和９年

度です）。 

この価格は原則３年間据え置かれます（土地の地目変更や家屋増築などを除く）。 

なお、土地の価格については、地価の下落があった場合、各年度において価格の修正を行います。 
 

【課税標準額の算出等】 

土 
 

地 

原則、評価額が課税標準額になります。住宅用地特例や負担調整措置※に該当する場合は別計算により

課税標準額を算出します。 

※ 負担調整措置（詳細は納税通知書の裏面「宅地等の課税標準額の求め方」を御覧ください。） 

土地に係る固定資産税の評価額が急激に上昇しても税負担が緩やかになるよう課税標準額を徐々に是正する措置。地価が下落

しても税負担が上昇する土地は、現在の課税標準額が本来の課税標準額よりも低いため、本来の課税標準額に向けた是正過程に

あるものです。 

●地目変更等により、前年度と土地の状況が異なるときは、税額が上昇する場合があります。 

●詳しくは、郡山市ウェブサイトを御覧ください。 

宅 地 の 

課税標準額の

算 出 

非住宅用地 令和６年度評価額 × 70％ それぞれの評価額と前年度の課税標準額の割合に応じ負担を

調整します。 
住 宅 用 地 令和６年度評価額 × 特例率 

住 宅 用 地 の 

課税標準額の

特 例 率 

特例率 ● 住宅用地の特例区分 

○家屋の居住床面積の 10倍までにあたる面積 

○併用住宅は居住部分割合で特例率が異なる 固定資産税 都市計画税 

１／６ １／３  住宅用地のうち住宅 1戸につき 200 ㎡まで 

１／３ ２／３  住宅用地のうち小規模住宅用地以外  
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原則、評価額が課税標準額になります。評価額は「固定資産評価基準」に基づき「再建築価格」を基に算出します。 

 

＝                 × 

 
※ 物価等の変動により評価替え前の価額を超える場合は評価替え前の価額に据え置かれます。 

● 新築住宅の減額措置 

   新築の一般住宅やマンション･アパートなど住居用家屋のうち、下表については住宅部分の固定資産税が２分の１に減額され

ます。（1 戸当たり 120 ㎡までの部分に限る） 

  ＜減額期間＞ 固定資産税が新たに課される年度から３年間 （中高層耐火住宅：５年間） 

        長期優良住宅：上記からさらに２年間 

区  分 要        件 

居住割合 専用住宅や居住部分の割合が２分の１以上の併用住宅 

床 面 積 居住部分の床面積が 50 ㎡（１戸建て以外の賃貸住宅は 40㎡）以上 280 ㎡以下 
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申告に基づき毎年評価し、その価格を固定資産課税台帳に登録しますので、毎年 1 月 1 日に償却資産※ 

を所有する事業者（法人・個人）の方は申告が必要です。 

該当する方で申告書が届いていない方には様式一式を送付しますので資産税課へ必ず御連絡ください。 
※ 償却資産の対象：構築物・建物附属設備・機械・装置・船舶・車両・運搬具・工具・器具・備品など 

郡山市からの固定資産税等のお知らせ 

固定資産税・都市計画税の算出等について 

 

 

《令和６（2024）年度用》 

評価額※ 

 

 

 

再建築価格 
評価対象家屋と全く同じ家屋をその場所 

に新築するものとした場合の建築費 

経年減点補正率 
家屋の建築後の年数経過により 

生じる損耗の状況による減価率 

※ 裏面も御覧ください。 

小規模

一　般
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